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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の屋根部に設けられるパラペットの防水構造であって、
　前記パラペットは、下地フレームとその下地フレームに固定される外壁材とを有して構
成され、
　前記パラペットの頂部に粘着テープが貼り付けられ、その粘着テープの上に前記パラペ
ットの頂部を覆うようにして防水部材が取り付けられており、
　前記粘着テープは、前記下地フレーム及び前記外壁材の各々の上面と、前記外壁材の外
壁面とを含む範囲で貼り付けられており、
　前記外壁材の外壁面には、該外壁材の上面付近に、その壁幅方向に延びかつ平滑化がな
された平滑部が形成され、
　前記粘着テープは、前記平滑部に貼り付けられていることを特徴とするパラペットの防
水構造。
【請求項２】
　前記防水部材は、前記外壁材の上面付近における外壁面を覆う垂れ下がり部を有してお
り、
　前記外壁材の上面付近において前記垂れ下がり部により覆われる部分に前記平滑部が形
成されていることを特徴とする請求項１に記載のパラペットの防水構造。
【請求項３】
　建物の屋根部に設けられるパラペットの防水構造であって、
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　前記パラペットは、下地フレームとその下地フレームに固定される外壁材とを有して構
成され、
　前記パラペットの頂部に粘着テープが貼り付けられ、その粘着テープの上に前記パラペ
ットの頂部を覆うようにして防水部材が取り付けられており、
　前記粘着テープは、前記下地フレーム及び前記外壁材の各々の上面と、前記外壁材の外
壁面とを含む範囲で貼り付けられているとともに、前記パラペットの外側及び内側の両側
面部を含む範囲で貼り付けられており、
　前記防水部材は、前記パラペットの頂部形状に応じて成形され前記粘着テープの上に取
り付けられる防水プレートと、その防水プレートの上に取り付けられ当該防水プレートよ
りも軟質の防水シートとを有し、
　前記防水プレートは、前記パラペットの頂部において外側角部を覆うように設けられる
第１防水プレートと、内側角部を覆うように設けられる第２防水プレートとを有しており
、
　それら第１防水プレート及び第２防水プレートは、前記パラペットの頂部において互い
に離間した状態で取り付けられていることを特徴とするパラペットの防水構造。
【請求項４】
　建物の屋根部に設けられるパラペットの防水構造であって、
　前記パラペットは、下地フレームとその下地フレームに固定される外壁材とを有して構
成され、
　前記パラペットの頂部に粘着テープが貼り付けられ、その粘着テープの上に前記パラペ
ットの頂部を覆うようにして防水部材が取り付けられており、
　前記粘着テープは、前記下地フレーム及び前記外壁材の各々の上面と、前記外壁材の外
壁面とを含む範囲で貼り付けられており、
　前記防水部材は、鋼板材よりなる防水プレートを有し、
　前記防水プレートにおいて前記パラペットの側面部に対向して設けられる垂れ下がり部
の下端部には、当該垂れ下がり部と前記外壁面との間の隙間側に折り返された折返し部が
形成されていることを特徴とするパラペットの防水構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の屋根部に設けられるパラペットの防水構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　住宅等の建物において、屋根部を陸屋根とし、その陸屋根の周縁部にパラペットを設け
た構成が知られている。こうしたパラペットを有する屋根部について種々の防水構造が提
案されている。例えば、パラペットの頂部にブチルテープを貼り付けるとともに、そのブ
チルテープの上に、塩ビ鋼板等よりなる防水プレートを取り付けるようにした構成が知ら
れている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　ここで、パラペットの構成としては、鉄骨材よりなる下地フレームと、その下地フレー
ムに固定される外壁材とを有する構成が実用化されている。そして、当該パラペットの防
水構造として、下地フレームの上面、又は下地フレーム及び外壁材の両方の上面にブチル
テープを貼り付けるようした構成が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平４―１４３３５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、上記のように下地フレームの上面にブチルテープを貼り付ける構成では
、外壁材と下地フレームとの境界部（接合部分）を介して雨水等がパラペット内部に浸入
することが懸念される。この場合、ブチルテープを、下地フレームの上面だけでなく外壁
材の上面を含む範囲で貼り付けたとしても、その外壁材の厚みは例えば１～２ｃｍ程度で
あり、部分的な剥がれ（接着不良）や経年劣化による剥がれが生じることで、やはり雨水
等がパラペット内部に浸入することが懸念される。したがって、パラペットの防水構造と
して改善の余地があると考えられる。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、パラペットの頂部における防水性能
を高めることができるパラペットの防水構造を提供することを主たる目的とするものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下、上記課題を解決するのに有効な手段等につき、必要に応じて作用、効果等を示し
つつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、発明の実施の形態において対応
する構成の符号を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定さ
れるものではない。
【０００８】
　第１の発明は、
　建物（１０）の屋根部（１１）に設けられるパラペット（１３）の防水構造であって、
　前記パラペットは、下地フレーム（３４）とその下地フレームに固定される外壁材（３
５）とを有して構成され、
　前記パラペットの頂部に粘着テープ（４１）が貼り付けられ、その粘着テープの上に前
記パラペットの頂部を覆うようにして防水部材（４２，４３）が取り付けられており、
　前記粘着テープは、前記下地フレーム及び前記外壁材の各々の上面と、前記外壁材の外
壁面とを含む範囲で貼り付けられていることを特徴とする。
【０００９】
　パラペットの頂部には、防水部材を取り付けるための粘着テープが貼り付けられており
、特にその粘着テープは、下地フレーム及び外壁材の各々の上面と、外壁材の外壁面とを
含む範囲で貼り付けられている。この場合、粘着テープは、外壁材と下地フレームとの境
界部（接合部分）を覆っていることに加え、外壁材側の端部が外壁材の外壁面にまで達し
ているため、外壁材と下地フレームとの境界部を介して雨水等がパラペット内部に浸入す
ることを適正に抑制できる。その結果、パラペットの頂部における防水性能を高めること
ができる。
【００１０】
　第２の発明は、前記外壁材の外壁面には、該外壁材の上面付近に、その壁幅方向に延び
かつ平滑化がなされた平滑部（３５ａ）が形成され、前記粘着テープは、前記平滑部に貼
り付けられていることを特徴とする。
【００１１】
　粘着テープは、外壁材の外壁面において平滑化がなされた平滑部に貼り付けられている
。これにより、粘着テープの端部における剥がれ（浮き上がり）が生じにくくなっている
。特に表面に格子模様や微細な凹凸がある外壁材（例えば窯業系サイディングボード）で
は、剥がれの懸念が生じるが、平滑部を設けることで、こうした不都合を回避できる。
【００１２】
　第３の発明は、前記防水部材は、前記外壁材の上面付近における外壁面を覆う垂れ下が
り部（５２）を有しており、前記外壁材の上面付近において前記垂れ下がり部により覆わ
れる部分に前記平滑部が形成されていることを特徴とする。
【００１３】
　外壁材の外壁面に平滑部を形成する場合には、外壁材において意匠上設けられた模様等
が削り取られることになるが、その平滑部が垂れ下がり部により隠れる部位に設けられて
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いれば、意匠上の不都合が生じることも回避できる。
【００１４】
　第４の発明は、前記粘着テープは、前記パラペットの外側及び内側の両側面部を含む範
囲で貼り付けられ、前記防水部材は、前記パラペットの頂部形状に応じて成形され前記粘
着テープの上に取り付けられる防水プレート（４２）と、その防水プレートの上に取り付
けられ当該防水プレートよりも軟質の防水シート（４３）とを有し、前記防水プレートは
、前記パラペットの頂部において外側角部を覆うように設けられる第１防水プレート（４
２Ａ）と、内側角部を覆うように設けられる第２防水プレート（４２Ｂ）とを有しており
、それら第１防水プレート及び第２防水プレートは、前記パラペットの頂部において互い
に離間した状態で取り付けられていることを特徴とする。
【００１５】
　上記構成によれば、パラペットの頂部には、パラペットの外側及び内側の両側面部を含
む範囲で粘着テープが貼り付けられ、そのパラペットの頂部において外側角部と内側角部
との両方が防水プレートにより覆われている。この場合、パラペットの頂部において外側
角部と内側角部との両方について防水プレートにより粘着テープが保護されることになり
、外力により粘着テープが損傷するといった不都合を抑制できる。また、第１防水プレー
ト及び第２防水プレートは、互いに離間した状態で取り付けられているため、その分材料
を節約でき、コスト面で有利な構成となる。また、これら両防水プレートが互いに離間し
ていても、その上に軟質の防水シートが貼り付けられているため、防水性能は確保されて
いる。
【００１６】
　第５の発明は、前記防水部材は、鋼板材よりなる防水プレート（４２）を有し、前記防
水プレートにおいて前記パラペットの側面部に対向して設けられる垂れ下がり部（５２）
の下端部には、当該垂れ下がり部と前記外壁面との間の隙間側に折り返された折返し部（
５４）が形成されていることを特徴とする。
【００１７】
　上記構成によれば、垂れ下がり部の下端部に折返し部を形成することで、鋼板材よりな
る防水プレートの端縁部における錆び防止を図り、また錆び発生に伴う見栄えの低下を抑
制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】建物の屋根部の外観を示す斜視図。
【図２】屋上部とパラペット部との具体的な構成を示す縦断面図。
【図３】パラペット部の内部構成を拡大して示す断面図。
【図４】パラペット防水構造を分解して示す分解断面図。
【図５】入隅部における下地の構成を示す横断面図。
【図６】入隅部の構成を拡大して示す斜視図。
【図７】防水構造の施工手順を説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明を具体化した一実施形態を図面に基づいて説明する。本実施形態では、鉄
骨軸組工法よりなる二階建て建物について具体化しており、その建物は陸屋根タイプの屋
根部を有している。図１は、建物の屋根部の外観を示す斜視図である。
【００２０】
　図１に示すように、建物１０の屋根部１１は、屋根面（屋上面）を形成する屋上部１２
と、屋上部１２の周縁部から立ち上がるように設けられたパラペット部１３とを備えてい
る。パラペット部１３は、建物１０において屋根部１１よりも下方の建物本体部の外壁１
４に連続して、その建物本体部の外壁１４の上方に設けられている。
【００２１】
　また、屋根部１１には、屋上構造部としての塔屋（ペントハウス）１５が設けられてい
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る。この塔屋１５は、少なくとも一側面が屋根周縁となる位置に設けられており、その屋
根周縁では塔屋１５の側面部とパラペット部１３とが連続している。この場合、塔屋１５
の側壁部１５ａは、パラペット部１３の立ち上がり高さよりも高さ寸法の大きい壁部に相
当し、その壁部の壁面から水平方向に延びる（突き出る）ようにしてパラペット部１３が
設けられている。これにより、パラペット部１３と塔屋１５との連結部は入隅部Ｒとなっ
ている。
【００２２】
　図２は、屋上部１２とパラペット部１３との具体的な構成を示す縦断面図であり、これ
は図１のＡ－Ａ線断面図に相当する。
【００２３】
　図２に示すように、建物１０において上階部の天井部分には、建物構造体（躯体）とし
て例えばＨ形鋼よりなる梁材２１が設けられている。そして、梁材２１の上に、例えば軽
量気泡コンクリート（ＡＬＣ）よりなる床パネル２２が設置されている。さらに、床パネ
ル２２の上には屋根板材２３が敷設されるとともに、その上には接着剤よりなる接着層２
４を介して防水シート２５が敷設されている。なお本実施形態では、床パネル２２や屋根
板材２３等により、屋上部１２に歩行床が形成される構成となっている。床パネル２２の
側方において梁材２１の上面側には断熱材２７が取り付けられている。
【００２４】
　また、梁材２１には、ボルト等の固定具３１により連結金具３２が固定され、その連結
金具３２に外壁パネル３３が固定されている。連結金具３２は、例えばアングル材よりな
り、梁材２１の屋外側に位置する鉛直部分が外壁固定部となっている。外壁パネル３３は
、軽量鉄骨材である軽溝形鋼よりなる下地フレーム３４と、その下地フレーム３４に固定
される外壁材３５とよりなる。下地フレーム３４は、横材である複数のランナ３６と、縦
材である複数のスタッド３７とが溶接等により互いに固定されることで構成されている。
また、外壁材３５は、例えば窯業系サイディングボードよりなる壁面材により構成されて
いる。下地フレーム３４と外壁材３５との間にはこれらに挟まれた状態で防水シート３８
が介在している。
【００２５】
　本実施形態では、建物本体部と屋根部１１（パラペット部１３）とに跨がるようにして
スタッド３７が設けられている。つまり、パラペット部１３の頂部に相当する位置に上側
のランナ３６が設けられ、そのランナ３６に、建物本体部の上階部と屋根部１１（パラペ
ット部１３）との合計高さ寸法に相当する長さのスタッド３７が固定されている。これに
より、外壁パネル３３の一部が屋上部１２よりも上方に突出し、その突出部分がパラペッ
ト部１３となっている。パラペット部１３には、少なくともパラペット頂部とパラペット
内側面とを含む範囲で防水処理が施されるパラペット防水構造Ｋが具備されている。
【００２６】
　次に、パラペット防水構造Ｋについて説明する。図３は、パラペット部１３の内部構成
を拡大して示す断面図であり、図４は、パラペット防水構造Ｋを分解して示す分解断面図
である。
【００２７】
　図３及び図４に示すように、パラペット防水構造Ｋは、粘着テープ４１と、防水プレー
ト４２と、防水シート４３とを有し、これらが積層された状態でパラペット部１３に取り
付けられている。粘着テープ４１は、両面に粘着面を有するブチルテープにより構成され
ている。防水プレート４２は、例えばポリ塩化ビニール樹脂をコーティングした樹脂被覆
鋼板である塩ビ鋼板により構成されており、パラペット部１３の頂部形状に応じて成形さ
れている。
【００２８】
　防水プレート４２は、パラペット頂部において外側角部を覆うように設けられる外側防
水プレート４２Ａと、内側角部を覆うように設けられる内側防水プレート４２Ｂとから構
成されており、各防水プレート４２Ａ，４２Ｂは、ネジ４４により下地フレーム３４（ラ
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ンナ３６）に固定されている。つまり、防水プレート４２が、パラペット幅方向において
二部材に分割されて構成されている。防水プレート４２Ａ，４２Ｂは、それぞれ略Ｌ字状
をなすよう折り曲げ形成されている。また、防水シート４３は、防水性及び遮熱性を有す
る合成樹脂製の軟質シートにより構成されている。防水シート４３は、例えば接着剤によ
り防水プレート４２に固着されている。
【００２９】
　なお、パラペット部１３の内側面において下地フレーム３４には、各防水部材を取り付
けるための取り付け部を形成する受けプレート４５が取り付けられている。また、パラペ
ット部１３の内側面において屋上部１２付近の立ち上がり基端部には、断面略Ｌ字状をな
す防水プレート４６が設けられており、この防水プレート４６はネジ４７により受けプレ
ート４５（又は下地フレーム３４のスタッド３７）に固定されている。
【００３０】
　防水シート４３は、パラペット頂部からパラペット内側面を経て屋上部１２に至るまで
の範囲で設けられており、この防水シート４３によって、パラペット頂部の防水プレート
４２だけでなく、パラペット基端部の防水プレート４６も覆われるようになっている。防
水シート４３は、屋上部１２において屋上部用の防水シート２５に積層されておりその端
部には端末シール材４８が塗布により付けられている。
【００３１】
　パラペット防水構造Ｋについてより詳しく説明する。図４（ａ）に示すように、粘着テ
ープ４１は、外壁パネル３３の外壁材３５とランナ３６との各上面に貼り付けられており
、特にパラペット厚み方向（図４の左右方向）の両端部は、パラペット両側面となる鉛直
部分にも差し掛かるようにして貼り付けられている。つまり、粘着テープ４１は、そのパ
ラペット外側端部が外壁材３５の外壁面（壁表面）に貼り付けられ、そのパラペット内側
端部が下地フレーム３４の側面部（ランナ３６のフランジ及び受けプレート４５）に貼り
付けられている。かかる構成では、粘着テープ４１は、下地フレーム３４及び外壁材３５
の各々の上面と、外壁材３５の外壁面とを含む範囲で貼り付けられるようになっている。
【００３２】
　粘着テープ４１は、パラペット部１３の外側及び内側を含む範囲を１枚で貼り付け可能
なテープ幅を有している。ただし、複数（例えば２枚）の粘着テープ４１を用いて、パラ
ペット部１３の外側及び内側を含む範囲で貼り付けられる構成であってもよい。
【００３３】
　ここで、外壁材３５の外壁面には、その上面付近に、平滑化がなされた平滑部３５ａが
形成されており、その平滑部３５ａに、粘着テープ４１の端部が貼り付けられるようにな
っている。外壁材３５は、窯業系サイディングボードよりなり、かつその外壁面には格子
模様など凹凸状の意匠デザインが施されているため、粘着テープ４１の貼り付けに不適で
あるが、平滑部３５ａを形成することで、粘着テープ４１の貼り付けに適した構成となっ
ている。平滑部３５ａは、例えばルータ加工により形成され、外壁材３５の上面に沿って
壁幅方向に延びるように設けられている。
【００３４】
　なお、粘着テープ４１は、外壁材３５の外壁面であっても、平滑部３５ａよりも下方の
非平滑面には貼り付けられないようになっている。これにより、粘着テープ４１の端部位
置で貼り付けができず（すなわち浮き上がりが生じ）、それに起因して粘着テープ４１の
剥がれが生じるといった不都合の発生が抑制されている。
【００３５】
　そして、図４（ａ）、（ｂ）に示すように、粘着テープ４１の上に防水プレート４２Ａ
，４２Ｂが取り付けられている。防水プレート４２Ａ，４２Ｂのうちパラペット外側に取
り付けられる防水プレート４２Ａは、パラペット頂部に配置される水平部５１と、その水
平部５１から曲げ形成され、外壁材３５の上面付近における外壁面を覆う垂れ下がり部５
２とを有しており、水平部５１に、ネジ４４を挿し入れるネジ入れ部５３が形成されてい
る。防水プレート４２Ａの垂れ下がり部５２により、平滑部３５ａが覆われている。
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【００３６】
　また、垂れ下がり部５２の下端部には、屋外側に向けて斜めに傾けて形成された折返し
部５４が設けられている。折返し部５４は、防水プレート４２Ａを構成する塩ビ鋼板を、
屋外側に折り曲げ、さらに屋内側（垂れ下がり部５２と外壁面との間の隙間側）に折り返
して重ね合わせることで形成されている（ヘミング加工）。
【００３７】
　また、パラペット内側に取り付けられる防水プレート４２Ｂは略Ｌ字状に形成されてお
り、そのＬ字状をなす水平部と鉛直部とのうち鉛直部に、ネジ４４を挿し入れるネジ入れ
部５６が形成されている。図４（ｂ）において、Ｗ１は両防水プレート４２Ａ，４２Ｂが
互いに離間している離間部分である。
【００３８】
　そして、図３に示すように、防水プレート４２Ａ，４２Ｂの上に折返し部５４以外の全
てを覆うようにして防水シート４３が取り付けられている。防水シート４３のパラペット
外側の先端部には端末シール材５７が塗布により付けられている。
【００３９】
　次に、パラペット部１３と塔屋１５とにより形成される入隅部Ｒの防水構造について説
明する。図５は、入隅部Ｒにおける下地の構成を示す横断面図であり、図６は、入隅部Ｒ
の構成を拡大して示す斜視図である。
【００４０】
　図５には、パラペット部１３の中間高さ位置での横断面の構成が示されており、同構成
として、入隅部Ｒに接するパラペット部１３の外壁パネル３３と、塔屋１５の側壁部１５
ａの外壁パネル６１とが示されている。これら両外壁パネル３３，６１は、パラペット部
１３の外壁パネル３３の側面部（フレーム側面部）に、塔屋１５の側壁部１５ａの外壁パ
ネル６１の端面部（フレーム端面部）が突き当てられる配置となっており、言うなれば、
パラペット勝ちの納まりとなっている。なお説明の便宜上、以下には、パラペット部１３
の外壁パネル３３を「パラペット外壁パネル３３」、塔屋１５の側壁部１５ａの外壁パネ
ル６１を「塔屋外壁パネル６１」とも称する。
【００４１】
　パラペット外壁パネル３３は上述のとおり、下地フレーム３４と外壁材３５とを有する
構成となっている。また、塔屋外壁パネル６１も基本構造は同じであり、下地フレーム６
２と外壁材６３とを有する構成となっている。下地フレーム６２は、軽量鉄骨材（軽溝形
鋼）よりなるランナ６４とスタッド６５とを有している。
【００４２】
　ここで、パラペット外壁パネル３３の構成について詳しく説明すると、下地フレーム３
４において、入隅部Ｒ側のスタッド３７ａとその反対側のスタッド３７ｂとは軽量鉄骨材
の断面形状（大きさ）が相違しており、スタッド３７ａのフランジ長さが、スタッド３７
ｂのフランジ長さよりも長くなっている。また、スタッド３７ａの２つのフランジ長さを
比べてもそれらは相違しており、壁裏面側（すなわち塔屋外壁パネル６１側）の方がフラ
ンジ長さが長くなっている。より具体的には、入隅部Ｒ側のスタッド３７ａにおいて壁裏
面側のフランジ長さが、塔屋外壁パネル６１のスタッド６５のウエブ長さよりも長くなっ
ており、それ故に外壁パネル３３，６１により入隅部Ｒを形成した状態では、塔屋外壁パ
ネル６１のスタッド６５に対して、スタッド３７ａのフランジに余長部Ｐが形成されるよ
うになっている。このスタッド３７ａの余長部Ｐは、入隅内側に形成される。
【００４３】
　そして、スタッド３７ａ，３７ｂに架け渡して受けプレート４５が取り付けられている
。受けプレート４５は、その幅方向の寸法が下地フレーム３４のランナ３６の長さ寸法と
同じであって、かつ塔屋外壁パネル６１の下地フレーム６２の端面と重なる部位を含むよ
うにして設けられている。なお、受けプレート４５が、塔屋外壁パネル６１の下地フレー
ム６２の端面と重なる部位を含まないようにして設けられていてもよく、かかる場合には
、スタッド３７ａの余長部Ｐを使って受けプレート４５が固定される。
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【００４４】
　下地フレーム３４のスタッド３７ａ，３７ｂは、図５のように互いに異なる形状（大き
さ）である以外に、互いに同じ形状（大きさ）であってもよい。
【００４５】
　また、図６に示すように、塔屋１５において入隅部Ｒの上方となる塔屋１５の出隅部に
はコーナ外壁材６７が取り付けられており、側壁部１５ａには、そのコーナ外壁材６７と
、塔屋外壁パネル６１の外壁材６３とが横並びとなる位置に設けられている。図５におい
て、符号Ａで示す範囲は、コーナ外壁材６７が取り付けられる部分であり、言うなれば範
囲Ａは、塔屋外壁パネル６１において外壁材６３が非存在となる部分となっている。製造
上の都合から、外壁材は原則として矩形状をなしており、さらに「パラペット部１３の厚
み寸法（図５のＢの寸法）＜コーナ外壁材６７の一面の幅寸法（図５のＡの寸法）」とな
っていることに起因して、上記ごとく外壁材６３の非存在部分が形成されるようになって
いる。そして、その外壁材６３の非存在部分（範囲Ａとなる部分）にサブ外壁材６８が取
り付けられている。
【００４６】
　入隅部Ｒの外観上の構成として、図６に示すように、パラペット部１３の頂部及び内側
部にはパラペット防水構造Ｋが設けられている。このパラペット防水構造Ｋは、上述のと
おり粘着テープ４１や防水プレート４２、防水シート４３を有する構成となっている。パ
ラペット部１３において側壁部１５ａ側の付け根部分には化粧金物７１が取り付けられて
いる。化粧金物７１は、パラペット部１３の頂部における入隅部分と側方部における入隅
部分とに延びるＬ字状をなしており、ビスや釘等によりパラペット部１３及び側壁部１５
ａに対して固定されている。
【００４７】
　また、コーナ外壁材６７とサブ外壁材６８との間の横目地部分には、止水シール７２が
取り付けられている。この止水シール７２により一次不定形シール（一次シール）が構成
されている。
【００４８】
　また、塔屋外壁パネル６１において、外壁材６３，６８は屋上部１２の屋上面から上方
に離間している。そして、外壁材６３，６８の下方には水切部材７３が取り付けられ、そ
の水切部材７３の下方には、屋上部１２の屋上面から立ち上げられるようにして防水シー
ト７４が取り付けられている。
【００４９】
　次に、入隅部Ｒの防水構造に関して施工の手順を図７を用いて説明する。図７では、図
６と同じ部位での構成を示しており、（ａ）～（ｄ）の順に施工が進むとしている。
【００５０】
　まず図７（ａ）には、建物１０の建方（鉄骨建方）が終わり、外壁パネル３３，６１の
取り付け作業（出隅部分を含む）が完了した状態が示されている。ただし図７（ａ）の状
態では、各外壁材のうちサブ外壁材６８のみが取り付けられていない状態となっている。
この図７（ａ）では、塔屋外壁パネル６１において外壁材６３の下方には壁下シート７６
が貼り付けられている。この壁下シート７６は、塔屋外壁パネル６１を製造する製造工場
にて先付けされているとよい。
【００５１】
　また、図７（ａ）では、パラペット部１３の頂部における入隅部分に、コーナ防水テー
プ７７が貼り付けられている。このコーナ防水テープ７７は、コーナ外壁材６７の裏面側
の下地フレームに貼り付けられる部分（鉛直部分）と、パラペット部１３の下地フレーム
３４の上面に貼り付けられる部分（水平部分）とを有している。コーナ防水テープ７７は
、塔屋１５の出隅部分にコーナ外壁材６７が取り付けられる前に、塔屋１５側及びパラペ
ット部１３側に貼り付けられるとよい。
【００５２】
　そして、図７（ｂ）に示すように、パラペット部１３の側方部における入隅部分にコー
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ナ防水テープ７８が貼り付けられる。この場合、コーナ防水テープ７８は、パラペット部
１３側に貼り付けられる部分と、側壁部１５ａ側に貼り付けられる部分とを有しており、
そのうち前者の部分は下地フレーム６２のスタッド６５に貼り付けられ、後者の部分は下
地フレーム３４のランナ３６と受けプレート４５とに貼り付けられる。
【００５３】
　なお、仮に下地フレーム３４に受けプレート４５が取り付けられていない構成であるな
ら、下地フレーム３４のスタッド３７ａの余長部Ｐ（図５参照）にコーナ防水テープ７８
が貼り付けられるとよい。
【００５４】
　コーナ防水テープ７７，７８の貼り付け部の構成について補足すると、側壁部１５ａに
は、下地フレーム６２等の下地部によりテープ貼り付け面が形成されるとともに、パラペ
ット部１３には、下地フレーム３４等の下地部によりテープ貼り付け面が形成されており
、これら各貼り付け面は入隅頂点位置から互いに交差する方向に延びるように設けられて
いる。そして、その貼り付け面にコーナ防水テープ７７，７８がＬ字状に貼り付けられて
いる。このとき、コーナ防水テープ７８は、壁下シート７６に一部（例えば１～２ｃｍ程
度）が重なり合うようにして貼り付けられるようになっている。
【００５５】
　その後、図７（ｃ）に示すように、パラペット部１３の頂部と、その外側部及び内側部
の両方とを含む所定範囲に粘着テープ４１が貼り付けられる。この場合、上述のとおり粘
着テープ４１は、パラペット部１３の外側及び内側の両方の鉛直部分に差し掛かるように
して貼り付けられる（図３参照）。このとき、粘着テープ４１は、コーナ防水テープ７７
，７８に一部が重なり合うようにして貼り付けられるようになっている。
【００５６】
　その後、図７（ｄ）に示すように、粘着テープ４１の上に、防水プレート４２と防水シ
ート４３とが取り付けられる。また、側壁部１５ａにおいてパラペット部１３の内側面と
外壁材６３との間の部分（外壁材６３の非存在部分）にサブ外壁材６８が取り付けられる
。これにより、コーナ防水テープ７８は、防水プレート４２及び防水シート４３とサブ外
壁材６８とにより覆い隠されることとなる。
【００５７】
　また、パラペット頂部（防水シート４３の上面）及びコーナ外壁材６７の間の横目地と
、コーナ外壁材６７及びサブ外壁材６８の間の横目地とは水平方向に直線状に並び、かつ
連続しており、それらの横目地には不定形シールよりなる止水シール７２が取り付けられ
る。この場合、パラペット部１３の側方部における入隅部分では、止水シール７２が一次
止水シール、コーナ防水テープ７７が二次止水シールとして機能する。なお、パラペット
側面部とサブ外壁材６８との間の縦目地の部分に同様に止水シールを取り付けることも可
能である。
【００５８】
　そして、パラペット部１３において側壁部１５ａ側の付け根部分に化粧金物７１を取り
付けるとともに、側壁部１５ａの側に水切部材や防水シート７４を取り付けることで、図
６に示す防水構造となり、一連の施工作業が完了する。
【００５９】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果が得られる。
【００６０】
　パラペット部１３の頂部に貼り付けられる粘着テープ４１を、パラペット部１３の下地
フレーム３４及び外壁材３５の各々の上面と、外壁材３５の外壁面とを含む範囲で貼り付
ける構成とした。この場合、粘着テープ４１は、下地フレーム３４と外壁材３５との境界
部（接合部分）を覆っていることに加え、外壁材３５側の端部が外壁材３５の外壁面にま
で達しているため、下地フレーム３４と外壁材３５との境界部を介して雨水等がパラペッ
ト内部に浸入することを抑制できる。その結果、パラペット部１３の頂部における防水性
能を高めることができる。
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【００６１】
　外壁材３５の外壁面には、該外壁材３５の上面付近に平滑部３５ａを形成し、その平滑
部３５ａに粘着テープ４１を貼り付ける構成とした。これにより、粘着テープ４１の端部
における剥がれ（浮き上がり）が生じにくくなっている。特に表面に格子模様や微細な凹
凸がある外壁材（例えば窯業系サイディングボード）では、剥がれの懸念が生じるが、平
滑部３５ａを設けることで、こうした不都合を回避できる。
【００６２】
　防水プレート４２Ａの垂れ下がり部５２により覆われる部分に平滑部３５ａを形成する
構成とした。これにより、外壁材３５の外壁面に平滑部３５ａを形成してもその平滑部３
５ａが垂れ下がり部５２により隠され、意匠上の不都合が生じることも回避できる。
【００６３】
　パラペット部１３の頂部に、パラペット外側及び内側の両側面部を含む範囲で粘着テー
プ４１を貼り付け、そのパラペット頂部において外側角部と内側角部との両方を防水プレ
ート４２Ａ，４２Ｂにより覆う構成とした。この場合、パラペット頂部において外側角部
と内側角部との両方について防水プレート４２Ａ，４２Ｂにより粘着テープ４１が保護さ
れることになり、パラペット部１３の外側角部や内側角部において外力により粘着テープ
４１が損傷するといった不都合を抑制できる。
【００６４】
　防水プレート４２を、２つの防水プレート４２Ａ，４２Ｂにより構成し、それらをパラ
ペット頂部において互いに離間した状態で取り付けるとともに、その両方の防水プレート
４２Ａ，４２Ｂの上に防水シート４３を貼り付ける構成とした。この場合、両防水プレー
ト４２Ａ，４２Ｂを互いに離間させることで、その分材料を節約でき、コスト面で有利な
構成となる。また、これら両防水プレート４２Ａ，４２Ｂが互いに離間していても、その
上に防水シート４３が貼り付けられているため、防水性能は確保されている。
【００６５】
　また、防水プレート４２を二部材で構成することで、パラペット部１３の頂部の外側角
部と内側角部とのうち一方にのみ防水プレート４２を取り付ける仕様にする場合にも、二
部材のうち１つを不使用にするだけで対処でき、仕様の変更にも好適に対応できる。
【００６６】
　防水プレート４２の垂れ下がり部５２の下端部に、垂れ下がり部５２と外壁面との間の
隙間側に折り返された折返し部５４を形成した。これにより、塩ビ鋼板（鋼板材）よりな
る防水プレート４２の端縁部における錆び防止を図り、また錆び発生に伴う見栄えの低下
を抑制できる。
【００６７】
　［他の実施形態］
　本発明は上記実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施されてもよい。
【００６８】
　・上記実施形態では、パラペット部１３の下地フレームを、建物本体の上階部の外壁部
分とパラペット部１３とで共通の下地フレームを用いる構成とした。すなわち下地フレー
ムのスタッド長さを、建物本体部の上階部と屋根部１１（パラペット部１３）との合計高
さ寸法に相当する長さとした。ただしこの構成を変更してもよい。例えば、建物本体部の
上階部用の下地フレームと、パラペット部１３用の下地フレームとを別々に設ける構成と
してもよい。
【００６９】
　・上記実施形態では、パラペット部１３と側壁部１５ａとの入隅部分においてパラペッ
ト勝ちの納まりとしたが（図５参照）、これを変更し、側壁部勝ちの納まりとしてもよい
。具体的には、塔屋外壁パネル６１の下地フレーム６２を建物外周部分まで延ばし、その
側面にパラペット外壁パネル３３の下地フレーム３４の端面を対向させる構成とする。こ
の場合、コーナ防水テープ７７の貼り付け面を確保すべく、下地フレーム６２の入隅側の
スタッド６５のフランジを長くする、又は下地フレーム６２に受けプレートを取り付ける
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といった構成を付加するとよい。
【００７０】
　・上記実施形態では、防水プレート４２を２つの防水プレート４２Ａ，４２Ｂに分割し
て構成したが、これを分割しない構成としてもよい。この場合、防水プレート４２は、パ
ラペット部１３の頂部において外側角部と内側角部との両方を覆うように設けられている
とよい。
【００７１】
　・防水プレート４２として、塩ビ鋼板以外の鋼板材を用いてもよい。例えば亜鉛めっき
鋼板を用いる。
【符号の説明】
【００７２】
　１０…建物、１１…屋根部、１３…パラペット部、３４…下地フレーム、３５…外壁材
、３５ａ…平滑部、４１…粘着テープ、４２…防水プレート（防水部材）、４２Ａ…外側
防水プレート（第１防水プレート）、４２Ｂ…内側防水プレート（第２防水プレート）、
４３…防水シート（防水部材）、５２…垂れ下がり部、５４…折返し部、Ｋ…パラペット
防水構造。

【図１】 【図２】
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